
新しい公益法人制度～施策の概要～

～「民による公益の増進」を目指して～明治29年（民法創設）以来の大改革を推進

○税との関係

法人格と税の優遇が連動
・法人税は収益事業のみ課税
※更に一定の要件を満たす特定公益

増進法人については寄附金優遇

◎施行は平成20年12月１日（合議制の機関の組織等に関する部分は先行して施行）。現行公益法人の移行期間は５年。

（従来の公益法人制度）

◎法人設立等の主務官庁制・許可主義
法人の設立と公益性の判断が一体的

（新制度）

◎主務官庁制・許可主義の廃止
法人の設立と公益性の判断を分離

各主務官庁の許可
各主務官庁の許可

各主務官庁の自由裁量
各主務官庁の自由裁量

・自由裁量 ・縦割り

＜民法に基づく社団法人・財団法人＞

〇法人の設立

〇公益性の判断

一
体
的

分
離

①一般社団
法人及び一
般財団法人
に関する法
律

〇法人の設立

登記のみで設立
登記のみで設立

・準則主義

＜一般社団法人・一般財団法人＞

②公益社団
法人及び公
益財団法人
の認定等に
関する法律

〇公益性の認定

一般社団法人・一般財団法人からの申請に対し
て、民間有識者からなる合議制の機関の意見に
基づき内閣総理大臣又は都道府県知事が認定

一般社団法人・一般財団法人からの申請に対し
て、民間有識者からなる合議制の機関の意見に
基づき内閣総理大臣又は都道府県知事が認定

・統一的な判断（縦割り行政からの脱却）
・明確な基準を法定

＜公益社団法人・公益財団法人＞

③整備法
①②の施行に伴い
中間法人法を廃止、
民法その他の諸法
律を整備する

・法人税は収益事業のみ課税し、認定法上の
公益目的事業は収益事業から除外し、非課税

・寄附金税制など優遇税制の拡大
(公益認定された法人はすべて特定公益増進
法人となる)

○税との関係

◎公益法人数 24,648法人(うち国所管：6,720団体)(平成19年10月現在)

資料２


